
○ 養成施設を退学するなど、制度要綱に定める貸付目的を達成できないと認められるに至ったと  
きは、その事由を提出させること。  

○ 届出を受理した場合には、貸付の解除等を通知すること。  

6．返還猶予の申請について  

○ 返還猶予を希望する借受人については、返還猶予申請書及び業務の従事状況（別添4参  

照）を提出させ、制度要綱に定める事由に該当するか否かをチェックすること。   

○ 返還猶予申請書を受理した場合には、できる限り速やかに借受人に対する猶予の可否に関  

する決定を行うこと。  

○ 貸付猶予を行う場合には、申請者に対し、貸付猶予決定通知を送付すること。  

○ 貸付猶予期間については、貸付台帳等において適切に管理しておくこと。  

4   



7．貸付金の返還について  

○履行期限が到来する事前に、履行期限等を事前に通知し、貸付金の返還を督促するなど、適  
切な債権管理に努めること。   

○ 返還金を受領した場合には、返還額、残債務額等を貸付台帳等において適切に管理しておく  
こと。  

1tl   

8．返還免除の申請について  

○ 返還免除を希望する借受人については、返還免除申請書（別添5参照）を提出させ、制度要  
綱に定める事由に該当するか否かをチェックすること。   

○ 返還免除申請書を受理した場合には、できる限り速やかに借受人に対する免除の可否に関  
する決定を行うこと。  

○ 貸付免除を行う場合には、申請者に対し、貸付免除決定通知を送付すること。  

○ 貸付免除額については、貸付台帳等において適切に管理しておくこと。  



○借受人の状況を適切に把握する観点から、少なくとも毎年度1回以上、借受人から報告を求め  
るなど、借受人の状況確認を行うこと。  

○借受人の氏名、住所等に変更があった場合には変更届の提出を求めること。  
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別添1  

推 薦 状  
修学資金貸付申請書  

年  月  日  年  月  日  

殿  

介護福祉士  ※修学生番号及び貸付開始年月  

貸付希望種別  

社会福祉士 年  月   

養成施設名  
第  学年   入学年月  年  月   

フリガナ  

氏名   ⑳   

生年月日   年  月  日生  （  歳）   

養成施設の所在地  

電話 （）  

養成施設の名称   

養成施設の長の職及び氏名  

◎   

下記の者は、介護福祉士専修学資金の貸付けを受ける者として適当であると認められる   

ので推薦いたします。  介護福祉士等修学資金の貸付を次のとおり申請します。  

住所及び電話     丁  ‾   

番号   電話  （）   

学歴  職歴  

年月  中学校卒  年  月  

本人の履歴  年月  年  月  

年 月  年  月  

年  月  年  月   

借用希望  平成  年  月  から  （月額  円）   

期間・金縁  平成  年  月  まで  箇月分  計  円   

卒業後の希望  第一希望  

就職先   第二希望  

種別   介護福祉士・社会福祉士   

課程名  

学年  

氏名  

所見  

（人物・成維等）  

推薦理由  

備考 1 ※印の欄には、記入しないでください。  

2 卒業後の希望就職先欄には、施設の種別等を記入してください。  

lt－■   ＝・－t一  －－・1－Ⅷ■－－叫  



別添2  

修学資金借用証書  

年  月  日  

修学生番号  L  

養成施設名  

T▼  
修学生の住所  

フリガナ   生年月日   

氏名  
⑳   年 月 日（ 歳）  

私は、修学生として次のとおり修学資金の貸付けを受けました。この資金は、介護福   

祉士等修学資金貸付条例等の規定に従い返還いたします。  

借用金額   円   月鐘   円   

借用期間   年  月 から  年  月 までの  箇月   

連帯保証人  住  所  

修学生との関係  

氏  名  ⑳   

私は、修学生に上記のとおり履行させるとともに、万一修学生が履行しない場合は、   

その債務を負担いたします。  
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別添3  

修学資金貸付台帳  

住所   
貸付決定  

貸付決定日   氏名  養成施設名   社会・介 護の別  修学 年限  貸付期間  貸付月縫  総額   （A）   時期   （B）   （A－B）   

HO＿0．0  00 00  東京都00   00専門学校   介護   2   
H21．4  

5万円  160万円  25万円  H24．4   
～H23．3  

0円   25万円  

－
一
〇
〇
－
 
 



別添4  

業務従事届  修学資金返還猶予申請書  

年  月  日  年  月  日  

修学生番号  

T   ‾   

住所  

フリガナ  生年月日   

氏名   ⑳   年 月  日（  歳）   

修学生番号  

T  ‾   

住所  

フリガナ  

氏名   ⑳   年 月  日（   歳）   

介護福祉士等修学資金貸付条例等の規定により、介護福祉士等修学資金の返還の猶   

予を受けたいので、次のとおり申請いたします。  上記のとおり介護福祉士・社会福祉士の業務に従事したので、次のとおり届け出ます。  －
一
〇
一
－
 
 所在地及び  T  ‾  

電話番号   電話  （ ）  

施設名又は  

所属団体名  

職種  

業務従  
年  月  日  から   

事期間  

上記のとおり従事していることを証明いたします。  

年  月  日  

業務従事先の施設（所属団体）  

の長の職及び氏名  
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別添5  

修学資金返還免除申請書  業務従事届  

年  月  日  
年  月  日  

修学生番号  

T  －   
住所  

フリガナ  生年月日   

氏名   ⑳   年 月  日（  歳）   

修学生番号  

T  ‾   

住所  

フリガナ  生年月日   

氏名   ⑳   年 月  日（   歳）   

介護福祉士等修学資金貸付条例等の規定により、修学資金の返還の免除を受けたい   

ので、次のとおり申請いたします。  
上記のとおり介護福祉士・社会福祉士の業務に従事したので、次のとおり届け出ます。  

－
一
〇
N
I
 
 

所在地及び  T  ▼  

電話番号   電話  （ ）  

業務従  

幸先  

職種  

業務従  
年  月  日  から   

事期間  

上記のとおり従事していることを証明いたします。  

年  月  日  

業務従事先の施設（所属団体）  

の長の職及び氏名  

11   
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セーフティネット支援対策等事菓費補助金交付要綱一部改正（案）新旧対照表  

現  行  改 正 後  

別紙  

セーフティネット支援対策等事業費補助金交付要綱   

（通則）  

1 （略）   

（交付の目的）  

2 （略）   

（交付の対象）  

3 ニの補助金は、次の事業を交付の対象とする。  

（略）  

（1）～（5） （略）   

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次の（1）から（5）により算出された額の合計額とする。  

（略）  

（1）、（2） （略）   

（3）地域福祉増進事業  
ア 都道府県、指定都市、中核市又は市区町村（市区町村については、地域福祉活性化事業及び自立生活  

サポート事業を除く。）が行う事業  

（略）   

イ 社会福祉協議会等が行う事業に対して都道府県、指定都市、中核市又は市区町村が補助する事業   

（ア）別表の第3＃削こ定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、  
総事業費から寄付金その他の収入額（社会福祉法人については寄付金を除く。）を控除した額とを比較  

して少ない方の額を選定する。  

別紙  

セーフティネット支援対策等事業費補助金交付要綱   

（通則）  

1 （略）   

（交付の目的）  

2 （略）   

（交付の対象）  

3 二の補助金は、次の事業を交付の対象とする。  

（略）  

（1）～（5） （、略）   

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次の（1）から（5）により算出された額の合計額とする。  

（略）  

（1）、（2）  （略）   

（3）地域福祉増進事業  
ア 都道府県、指定都市、中核市又は市区町村（市区町村については、地域福祉活性化事業及び自立生活  

サポート事業を除く。）が行う事業  

（略）   

イ 社会福祉協議会等が行う事業に対して都道府県、指定都市、中核市又は市区町村が補助する事業   

（ア）別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、  

総事業費から寄付金その他の収入額（社会福祉法人については寄付金を除く。）を控除した額とを比較  

－
一
〇
∽
－
 
 

して少ない方の額を選定する。  
′工j∴平成1し）隼「竺に恥巨仰県／う、適当土言継トう［引手7ノ∴実施－j  ト侶獲福神士等値芋卓立貨ー‾一事業に／）し  

こし王）吊3欄に射い〇狂し担額と笥1鰍二石山る対象縫針ハ睾支出客自とを比較して少なし、方ハ領を茂市  
十ノ：t   

（イ）（ア）により選定された額と都道府県、指定都市、中核市又は市区町村が補助した額とを比較して少  
ない方の額に別表の第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。   

ウ 市区町村が行う地域福祉活性化事業及び自立生活サポート事業に対して都道府県が補助する事業   
（ア）市区町村ごとに、別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して  

少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定  
する。   

（イ）（ア）により選定された額に4分の3を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方  
の額に別表の第5欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。  

（4）、（5）  （略）   

（交付額の下限）  

こ） （略）  

（イ）（ア）により選定された額と都道府県、指定都市、中核市又は市区町村が補助した額とを比較し   

ない方の額に別表の第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。  
り 市区町村が行う地域福祉活性化事業及び自立生活サポート事業に対して都道府県が補助する事業  
（ア）市区町村ごとに、別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較L  て

 
 少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定  

する。   

（イ）（ア）により選定された額に4分の3を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方  

の竜掛こ別表の第5欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。  

（4）、（5）  （略）   

（交付額の下限）  

5 （略）   



（補助金の概算払）  

6 （略）   

（交付の条件）  

7 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  
（1）事業に関する経費の各区分間の配分の変更（それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20％以内の変   

更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  

（2）～（8） （略）  
（9）都道府県は、介梓橋祉士等修学資金買い付け事業を中止又は廃止した場合には、厚生労働大臣の定める  

ところにより返還金の2分の1に相当する金額を国庫に返還させることがある。  

（10）～（20） （略）   

（申請手続）  

8 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  
（1）都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長は、別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、毎年度   

7月末までに厚生労働大臣に振出して行うものとする。  

（補助金の概算払）  

6 （略）   

（交付の条件）  

7 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）事業に関する経費の各区分間の配分の変更（それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20％以内の変   

更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。ただし、平成20年優に都道  
る【』†机、実杭十る介誰福祉士等倍宇宙金削寸事業に／ついて沃．触〟〕事業／＼しり経費ノ）配分  

ノ〕変更はしてはなrJ／工L  

（8） （略）  （2）～  

（9）介護福祉士等修学資金買い付け事業を中止又は廃止した場合、都道府県にごhっては厚生労働大臣の定め  
るところにより返還金の2分の1を、平成2（）隼度に都道昭県か適当と認げ）る団体か実施十る場合に‘あって  

Jj右折ると二／うにとり射寸原資及びう宮還金（ノ〕主節に相当する金額を国庫に返遷させること   

がある。  

（10）～（20） （略）  

（申請手続）  

8 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  
（1）都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長は，別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、毎年度   

7月末までに厚生労働大臣に操出して行うものとする。  さ宣L幽ついて  
に厚生剰動大臣に提出Lて行うもし／1と十  土、別紙様式 に上る申請書項を添フこ  ‾て、平成21年  旦  

－
一
〇
－
－
 
 

る  
（2 ・（略ト   

ア 市区町村長（「地域偏祉等推進特別事業」に係る中核市市長を含む。）は、・・ ・（略）‥・‥  

（2卜  ・（略）・   

ア 市区町村長（「地域福祉等推進特別事業」に係る中核市市長を含む。）は、・  ・（略ト   

（変更申請手続）  

9 この補助金の交付決定後の事情により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、8に定れ5   

申請手続に従い、毎年度1月末までに行うものとする。  

（変更中諸手続）  

9 この補助金の交付決定後の事情により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、8に定める   
申請手続に従い、毎年度1月末までに行うものとする。たたし、平成2〔嘩度に都道府県が適当と認机る団体   
小実施十る介諸福祉士等修学卓金貸照事業に〔いて∫1、8に有情る申請手続に従い、平成21年 月 日まて  
こ行うとjレ）と一卜ろ√  

（交付決定までの標準的期間）  

10 この補助金の交付決定までの標準的期間は、次のとおりとする。  

（1） （略）  
（2）（1）以外の場合  

厚生労働大臣は、8の（1）並びに9による交付申請書が到達した日から起算して原則として2カ月以  

内に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。  

（交付決定までの標準的期間）  

10 この補助金の交付決定までの標準的期間は、次のとおりとする。  

（1） （略）  

（2）（1）以外の場合  

厚生労働大臣は、8の（1）並びに9による交付申請書が到達した日から起算して原則として2カ月以  

内に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。たたL、平成2〔）年度に都道府県か滴当と認狛  
金  体′1、実施寸る介護応旺士等ほ芋疫  

壬てに交付J）決定（洗馬肌   

（交付決定の通知）  

11（略）   

（実績報告）  

12 （略）   

（補助金の額の確定の通知）  

13 （略）  

変更を含む1  を行うことと十る  

（交付決定の通知）  

11（略）   

（実績報告）  

12 （略）   

（補助金の額の確定の通知）  

13 （略）   



（補助金の返還）  

14 （略）  

（補助金の返還）  

14 （略）  

（その他）  （その他）   

15（略）  5（略）   

別表  別表  

i  

1 区 分   2 種 目   3 基準額   4 対象経費   5 補助率  1 区 分   2 種 目   3 基準額   4 対象経費   5 補助率  

1自立支援プロ  （略）   都道府県、指定都市、中核市、  1自立支援プロ  （略）   都道府県、指定都市、中核市、  

グラム策定実  市区町村（町村については福  グラム策定実  市区町村（町村については福  

施推進事業   祉事務所を設置している町  施推進事業   能事務所を設置している町  

村に限る。）が行う事菓の実  村に限る亡）が行う事業の実  

i  

施に必要な次に掲げる経費   施に必要な次に掲げる経費   

‡喜  

2 生活促言蔓適正  生活保護法施行事  （略）   都道府県、指定都市、中核市  （略）  2 生活保護適正  生活保護法施行事  （略）   都道府県、指定都市、中核市  （略）  

実施推進事業  務監査等事業  が行う生活保護法施行事務  実施推進事業  務監査等事業  が行う生活保護法施行事諾  

監査並びに都道府県、指定都  監査並びに都道府県、指定都  

市、中核市が行う採譜施設に  市、中核市が行う保護施設に  

対する指導監査、指定医療機  対する指導監査、指定医僚機  

関に対する指導・検査、指定  関に対する指導・検査、指定  

介護機関に対する指導・検査  

l l  

介護機関に対する指導・検査  

及び精神科嘱託医等を設置  及び精神科嘱託医等を設置  

する事業の実施に必要な次  する事業の実施に必要な次  

に掲げる経費  に掲げる経費  

（略）  （略）  

生活保儲適正†ヒ事  ○都道府県、指定都市、中核  生活保護適正化事  ○都道府県、指定都市、中核  

葉  市、市区町村（町村について  葵  市、市区町村（町村について  

（町村福祉事務所   は福祉事務所を設置してい   （町村福祉事務所   は福祉事務所を設置してい   

設置推進支援事業  る町村に限る。）が行う生活  設置推進支援事業  

は除く。）  保護適正化事業（町村福祉事  は除く。）  

務所設置推進支援事業を除  

く。）の実施に必要な次に掲  

げる経費  

（略）  

u  
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○都道府県が行う町村福祉  

事務所設置推進支援事業の  
実施に必要な次に掲げる経  

費   
報償費、旅費、需用費、使  

用料、貸借料   

○町村が行う町村福祉事務  

所設置推進支援事業の実施  
に必要な次に掲げる経費   

貸金、報償費、共済費、旅  

費、需用費、委託料、備品昧  

入費、使用料、賃借料、負担  

金  

○都道府県、指定都市が行う  

民生委員・児童委員研修事業  
の実施に必要な次に掲げる  

経費 （略）   

○都道府県、指定都市、中核  

市が行う福祉人材確保重点  

事業の実施に必要な次に掲  

げる経費  

（1）都道府県福祉人材センタ  

ーが行う福祉人材確保重点  

事業費   
報償費、旅費、賃金、需用  

費（消耗品賛、印刷製本  

費、修繕料、光熱水費、食糧  

費）、使用料、賃借料、役務  

費（通信運搬費、広告料、手  

数料）、委託料、備品昧入費  
（単価30万円以上の備品  

を除く。）  

（2）福祉人材バンクが行う福  

祉人材確保重点事業費   

給料、職員手当等、共済費、  

報償費、旅費、賃金、  
需用費（消耗品費、印刷製本  

費、修繕料、光熱水菜、食糧  

費）、使用料、賃借料、役務  

費（通信運搬費、広告料、手  

数料）、委託料、備品購入費  
（単価30万円以上の備品  

を除く。）   

○都道府県が行う介護福祉  
士等修学資金貸付事業の実  

厚生労働大臣  
が必要と認め  

た額  

生活保護適正化事  

業  

（町村福祉事務所  

設置推進支援事  

業）  

○都道府県が行う町村福祉  

事務所設置推進支援事業の  
実施に必要な次に掲げる経  

費   

酪償費、旅費、需用費、使  

用料、貸借料   

○町村が行う町村福祉事務  

所設置推進支援事業の実施  
に必要な次に掲げる経費   

賃金、報償費∴共済費、旅  

費、需用費、委託料、備品眈  

入費、使用料、貸借料、負担  

金  

○都道府県、指定都市が行う  

民生委員・児童委員研修事業  
の実施に必要な次に掲げる  

経費 （略）   

○都道府県、指定都市、中核  

市が行う福祉人材確保重点  

事業の実施に必要な次に掲  

げる経費  

（1）都道府県福祉人材センタ  

ーが行う福祉人材確保重点  

事業費   
報償費、旅費、貸金、需用  

費（消耗品費、印刷製本  

費、修繕料、光熱水費、食糧  

費）、使用料、貸借料、役務  

費（通信運搬費、広告料、手  

数料）、委託料、備品購入費  
（単価30万円以上の備品  

を除く。）  

（2）福祉人材バンクが行う福  

祉人材確保重点事業費   
給料、職員手当等、共済費、  

報償費、旅費、貸金、  
需用費（消耗品費、印刷製本  

費、修繕料、光熱水費、食鴇  

費）、使用料、賃借料、役務  

費（通信運搬費、広告料、手  

数料）、委託料、備品購入費  
（単価30万円以上の備品  

を除く。）   

○都道府県が行う介護福祉  

士等修学資金貸付事業の実  

厚生労働大臣  

が必要と認め  

た額  

生活僅言垂適正化事  

業  

（町村福祉事務所  

設置推進支援事  

業）  

（略）   地域福祉基盤整備  

事業  

（略）  3 地域福祉増進   

事業  
（略）  地域福祉基盤整備  

事業  

（略）  3 地域福祉増進  

事業  

l  
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施に必要な次に掲げる桂費   

（略）  

施に必要な次に掲げる経費   

（略）   

酢埴同県小屈当上読丹ぺ  
団体′1、けうr「硝福；祉士等ほ  

主星皇旦」埋蔓側二旦  

要1用石原とし ニ都道府県′1、  

1（） 1り  

間接補朝l  

l  l馳ニニ三追三旦上皇遺草  】  【   l   

【 l  

】  
仁1〕行訴㍑訂粧士等使手伝金  

′）射寸原痘士Lご′壬【寸十  

生麺  
しコト狛∈川守l撃て′川面当土克己L▲ノ  

】 1 円  

封司序′シ）行う事務ノ′一席宮  

賛し毎午度、hnり万円を  
土但土エL  

○都道府県が行う社会福祉  ○都道／庁県が行う社会福祉  

法人経営支援事業の実施に  法人経営支援事菓の実施に  

必要な次に掲げる経費  必要な次に掲げる経費  

報償斉、旅費、需用費（消  純一賞賛、旅費、需用費（消  

耗品費、印刷製本費、食糧  耗品費、印刷製本費、食糧  

費）、使用料、賃借料、委託  費）、使用料、賃借料、委託  
料  料  】  

○都道府県、指定都市、中核  ○都道府県、指定都市、中核  

市が行う社会福祉法人指導  市が行う社会福祉法人指導  ま l 1  

監督事業の実施に必要な次  監督事業の実施に必要な次  

に掲げる経費  に掲げる経費  

旅費  旅費  

○都道府県が行う消費生活  ○都道府県が行う消費生活  

協同組合指導監督事業の実  協同組合指導監督事業の実  

施に必要な次に掲げる経費  施に必要な次に掲げる経費  

謝金、旅費、需用費（印刷  謝金、旅費、需用費（印刷  

製本費）  製本費）  

（略）   （略）  

l  

○（略）  ロ（略）  

地域福神支援事業   （略）  地域福祉支援事業  （略）  訂祉貸金貸何事、■   （略）  

財源として都道府県、指定都  
市が都道府県社会福祉協議  

会に対して‥・（略）・  

地域福祉等推進特  （略）   （略）  地域福祉等推進特  （略）   （略）   

別支援事業   別支援草葉   
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地域福祉活性化事  厚生労働大臣  ○指定都市、中核市が行う地  1／2  地域福祉活性化事  厚生労働大臣  ○措定都市、中核市が行う地  1／2   

業   が必要と認め  業   が必要と認め  

た額   必要な次に掲げる経費  た額   必要な次に掲げる経費  

給料、職員手当等、報酬、  給料、辟員手当等、報酬、  

共済費、報償費、旅費、賃金、  共済費、斡旋貨、旅費、貸金、  

需用費（消耗品費、印刷製本  需用費（消耗品費、印刷製本  

費、修繕料、食糧費）、使用  費、修繕料、食糧費）、使用  

料、貸借料、役務費（通信運  料、賃借料、役務費（通信運  

雑費、手数料）、委託料、備  搬費、手数料）、委託料、備  

品購入費（単価30万円以上  品購入費（単価30万円以上  

の備品を除く。）   の備品を除く。）   

○地域偏祉活性化事業の財  ○地域福祉活性化事業の財  

源として都道府県が市区町  源として都道府県が市区町  

村に対して補助する次に掲  村に対して補助する次に掲  

げる経費  げる経費  

給料、職員手当等、報酬、  給料、職員手当等、報酬、  

共済資、報償費、旅費、賃金、  共済費、報償費、旅費、貸金、  

需用費（消耗品費、印刷製本  需用費（消耗品費、印刷製本  

費、修繕料、食糧費）、使用  費、修繕料、食塩費）、使用  

料、賃借料、役務費（通倍運  料、貸借料、役輯費（通信運  

搬費、手数料）、委託料、備  搬費、手数料）、委託料、備  

品購入費（単価30万円以上  晶購入費（単価30万円以上  

の備品を除く。）   の備品を除く。）   

自立生活サポート  厚生労働大臣  ○指定都市、中核市が行う自   1／2  自立生活サポート  厚生労働大臣  ○指定都市、中核市が行う自   1／2  

事業   が必要と認め  事業   が必要と認め  

た額   施に必要な次に掲げる経費  た額   施に必要な次に掲げる経費  

給料、職員手当等、報酬、  給料、職員手当等、報酬、  

共済費、報償費∴旅費、賃金、  共済費、報償費、旅費、貸金、  

需用費（消耗品費、印刷製本  需用費（消耗品費、印刷製本  

費、修繕料、食撮費）、使用  資、修繕料、食粗費）、使用  

料、賃借料、役務費（通信運  料、賢借料、役務費（通信運  

搬費、手数料）、委託料、傭  搬費、手数料）、委託料、備  

品購入費（単価30万円以上  品購入費（単価30万円以上  

の備品を除く。）  の備品を除く。）  

○自立生活サポート事業の  ○自立生活サポート事業の  

財源として都道府県が市区  財源として都道府県が市区  

町村に対して補助する次に  町村に対して補助する次に  

掲げる経費  掲げる経費  

給料、職員手当等、報酬、  給料、職員手当等、報酬、  

共済費、報償費、旅費、貸金、  共済費、報償費、旅費、賃金、  

需用費（消耗品費、印刷製本   需用費（消耗品費、印刷製本   
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費、修繕料、食糧費）、使用  賛、修繕料、食糧費）、使用  

料、貸借料、役務費（通信運  料、賃借料、役務費（通信運  

搬費、手数料）、委託軋備  搬費、手数料）、委託料、備  

晶購入費（単価30万円以上  品購入費（単価30万円以上  

の備品を除く。）  の備品を除く。）  

4ホームレス対   （略）   （路）   （略）  4レス対  （略）  略）  （略）  （略）  

策事業   

J  

5 中国残留邦人  中国残留邦人等地  厚生労働大臣  ○指定都市、中核市、市区町  10／10  5 中国残留邦人  中国残留邦人等地  厚生労働大臣  ○指定都市、中核市、市区町  10／10  】  
等地域生活支  域生活支援事業  が必要と認め  柑が行う地域における中国  （直接補助）  等地域生活支  域生活支援事業  が必要と認め  村が行う地域における中国  （直接補助）  

揺事業  た額   残留邦人等支援ネットワー  援事業  た額   残留邦人等支援ネットワー  さ  

ク事業の実施に必要な次に  ク事業の実施に必要な次に  

掲げる経費  掲げる経章  

報償費、旅費、需用費（消  報償費、旅費、需用費（消  

耗晶費、会誌費、印刷製本  耗品費、会議費、印刷製本  

費）、役務費（通信運搬費）、  費）、役務賛（通信運搬費）、  

使用料及び賃借料、貸金、備  使用料及び貸借料、貸金、備  
品購入費（支援給付システム  品購入費（支援給付システム  

の改修に限る）、委託料、扶  の改修に限る）、委託料、扶  

助費又は補助金（支援リーダ  助費又は補助金（支援リーグ  

ーヘの活動費に限る）  ーヘの活動費に限る）  

○都道府県が行う地域の中  ○都道府県が行う地域の中  

核を担う市区町村担当者へ   核を担う市区町村担当者へ  
の研修会事業の実施に必要  の研修会事業の実施に必要  

な次に柑lデる経費  

報償費∴旅費、需用費（消  iな歪忘芸こ霊富㌔用費（消  

耗品費、会議費、印刷製本  耗品費、会議費、印刷製本  

費）、役務費（通信運搬費）、  費）、役務費（通信運搬費）、  

使用料及び貸借料、委託料、  使用料及び賃借料、委託料、  

○都道府県、指定都市、中核  ○都道伯＝県、指定都市、中核  

市、市区町村が行う身近な地  市、市区町村が行う身近な地  

域での日本語教育支援事業  域での日本語教育支援事業  
の実施に必要な次に掲げる  の実施に必要な次に掲げる  

経費  経費  

報償費、旅費、需用費（消  報償費卜旅費、需開音（消  

耗品費、印刷製本費）、役務  耗品費、印刷製本費）、役務  

費（通信運搬費）、使用料及  費（通信運搬費）、使用料及  

び貸借料、委託料、扶助費又  び貸借料、委託料、扶助費又  
は補助金（入学金、受講料に  は補助金（入学金、受講料に  

限る）  限る）  

○都道府県、指定都市、中核  ○都道府県、指定都市、中核  

市、市区町村が行う自立支援  市、市区町村が行う自立支援  
通訳等派遣事業の実施に必  通訳等派遣事業の実施に必  

要な次に掲げる経費  要な次に掲げる経費  

報償費、旅費、需用費（消  報償費、旅費、需用費（消  
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耗品費、印刷製本費）、役務  

費（通信運搬費）、委託料   

○都道府県、指定都市、中核  

市、市区町村が行う中国残留  

邦人等への地域生活支援プ  
ログラム事業の実施に必要  

な次に掲げる経費   

報償費、旅費、需用費（消  

耗品費、印刷製本費）、役務  

費（通信運搬費）、使用料及  

び貸借料、委託料、扶助費又  

は補助金（旅費、参加者教材  

費、入学金、受講料、受験料  

に限る）   

耗品費、印刷製本費）、役務  

費（通信運搬費）、委託料   

○都道府県、指定都市、中核  

市、市区町村が行う中国残留  

邦人等への地域生活支援プ  
ログラム事業の実施に必要  

な次に掲げる経費   

報償費、旅費、需用費（消  

耗品費、印刷製本費）、役務  

費（通信運搬費）、使用料及  

び賃借料、委託料、扶助費又  

は補助金（旅費、参加者教材  
費、入学金、受講料、受験料  

に限る）  
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「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」（平成5年5月31日付け  

厚生省発社援第164号厚生省事務次官通知）改正案 新旧対照表  

※ 本改正は、平成27年4月1日以降に養成施設に入学する者から適用する。ただし、同日において、現に養成施設に在学する者であって、修学   

資金の貸付けを受けているものに対して適用することも差し支えないものとする。  

ー
一
一
一
－
 
 

－1一   




